
別紙２　｢ネガティブチェックリスト｣による評価結果

（１）政策評価事業
（２）「第7回　北京-
東京フォーラム」及び
その関連事業

（3）「世界とつながる」
議論の一環としてマル
チ外交チャネルを活
用した議論形成

（４）「強い市民社会
」のための議論形成
支援

（５）会員等向けフォ
ーラム

（６）ウェブ論壇
（７）出版・広報
宣伝

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記の禁止項目に該当する
活動は全く行っていない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記の禁止項目に該当する
活動は全く行っていない。

△ △ ○ ○ △ △ ○ ○

「強い市民社会のための議論
形成支援」、「出版・広報宣伝
」、「言論活動等」の実施に必
要な諸活動を除き、いずれの
事業も特定の政党や政治的
な立場、政治家、あるいは候
補者を間接的に公職選挙の
際に支援または反対する効
果をもたらし得る活動を行っ
ている可能性がある。最終評
価は、「コンテンツ判定基準
方式」における評価に委ねる
こととする。

▽ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

政策評価以外の事業では一
切の有権者教育活動を行っ
ていない。
政策評価事業については、2
011年12月実施の「野田政権
の100日評価」アンケート調査
と結果分析は、有権者に判断
材料を提供することを目指し
たことから、そこには、有権者
教育活動に相当する側面が
あったといえる。

１－１　ＮＰＯとして、直接的及び間接的に、公職選
挙において、候補者のための、または候補者に反対
するための、いかなる政治活動にも、参加し、あるい
は、介入する活動は行っていない。（ＩＲＳのガイドライ
ン１に準拠）

１－２　ＮＰＯとして、公職選挙において、候補者のた
めに、または候補者に反対するために、政治運動資
金へのいかなる寄付も、これに対する立場について
の口頭及び文書によるいかなる公式声明等も行って
いない。（ＩＲＳのガイドライン２に準拠）

１－Ａ 
ＮＰＯは、公職選挙とは無関係な活動においても、特
定の政党や政治的な立場、政治家、あるいは候補者
を、公職選挙の際に支援または反対する効果をもた
らすことになる活動を行っていない。

２－１　ＮＰＯは、有権者を投票に向かわせ、選挙に
参加させるための有権者教育活動（一般向けフォー
ラムの開催や出版などを含む）を行っていない。（ＩＲ
Ｓのガイドライン３に準拠）

評価理由

評価結果

Ｂ．その他、「言論
活動等」の実施に
必要な諸活動

チェック項目

Ａ．「言論活動等」

１．公職選挙に係る政治活動への参加・介入　注１）

Ａ．「非政治性」に係るチェック・リストに基づく評価

２．公職選挙に向けた有権者教育活動
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別紙２　｢ネガティブチェックリスト｣による評価結果

（１）政策評価事業
（２）「第7回　北京-
東京フォーラム」及び
その関連事業

（3）「世界とつながる」
議論の一環としてマル
チ外交チャネルを活
用した議論形成

（４）「強い市民社会
」のための議論形成
支援

（５）会員等向けフォ
ーラム

（６）ウェブ論壇
（７）出版・広報
宣伝

評価理由

評価結果

Ｂ．その他、「言論
活動等」の実施に
必要な諸活動

チェック項目

Ａ．「言論活動等」

○ - - - - - - -
特定の政党の名前で、あるい
はそれとの関係の下に行われ
ていない

- - - - - - - -
左記に該当する事実は認め
られない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記に該当する事実は認め
られない。

２－１－１　［２－１について▽の場合］　有権者教育
活動を行う場合、それは特定の政党の名前で、ある
いはそれとの関係の下に行われていない。（ＩＲＳのガ
イドライン４に準拠）

上記が「○」と判定された以
上、禁止項目に該当するもの
はみられない。

- -- - -

２－１－２　［２－１について▽の場合］　有権者教育
活動を行う場合、それは、公職選挙における特定の
候補者、候補者グループ、あるいは政党や政治的立
場を推し、またはこれらに反対することを示唆するも
のとはなっていない。（ＩＲＳのガイドライン５に準拠）

２－２　ＮＰＯは有権者教育活動の一環として、投票
者ガイド（一般的に、選挙運動期間中に配布され、
候補者全てがさまざまな論点に対してどのような立場
を取っているのかについての情報を提供するものを
指す）、ないしはこれに相当するものを配布している
。（ＩＲＳのガイドライン28に準拠）

２－２－１　［２－２について▽の場合］　ＮＰＯが配布
している投票者ガイドないしはこれに相当するものは
、公職選挙において候補者を支援ないしは反対する
目的で使われてはならない。下記の判定項目に即し
て判断すれば、ＮＰＯはこの禁止事項に触れる活動
を行っていないといえる。
①　投票者ガイドは候補者の立場とＮＰＯ組織の立
場を比較していないか
②　投票者ガイドは候補者が選出された場合に取り
組むべき幅広い論点に触れており、その内容に不平
等性はないか
③　投票者ガイドでは論点の解説における中立性に
問題はないか
④  
投票者ガイドには全ての候補者が含まれ、それぞれ
の立場について、中立性の面で問題ない形で編纂さ
れているか。（ＩＲＳのガイドライン29－35に準拠）

---
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別紙２　｢ネガティブチェックリスト｣による評価結果

（１）政策評価事業
（２）「第7回　北京-
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チ外交チャネルを活
用した議論形成

（４）「強い市民社会
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（５）会員等向けフォ
ーラム

（６）ウェブ論壇
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評価理由

評価結果

Ｂ．その他、「言論
活動等」の実施に
必要な諸活動

チェック項目

Ａ．「言論活動等」

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記に該当する事項は明確
である。

○

○

３－１　ＮＰＯのリーダー（ＮＰＯの理事長、あるいは、
理事等の役職員のうちその発言がＮＰＯの見解を代
表するとみなされるような立場の者）が、ＮＰＯの公式
な出版物等の媒体あるいは公式の活動等において、
特定の政党寄りのコメントを行っていることはない。（Ｉ
ＲＳのガイドライン９に準拠）

３－２　ＮＰＯのリーダー（同上）が、ＮＰＯの公式な出
版物等の媒体や公式の活動等以外の場において行
った発言において、特定の政党寄りのコメントが行わ
れ、あるいは、下記３－Ａのような効果が認められる
場合であっても、それがＮＰＯの見方を代表するもの
ではなく、あくまで個人の立場であることが、その状況
から明確である。（ＩＲＳのガイドライン10に準拠）

政策評価事業は、結果として
特定の政党寄りと受け止めら
れる恐れの強いコメントを行っ
ている可能性がある。それ以
外は、左記に該当するコメント
を行っている事実は認められ
ない。政策評価事業につい
ての最終評価は「コンテンツ
判定基準方式」によるそのプ
ロセスの評価に委ねることと
する。

○ ○

左記に該当する効果が認め
られ得るような発言が行われ
た事実は、政策評価事業以
外では認められない。政策評
価事業においては、左記の
項目に該当するような効果が
ないとはいえない発言が行わ
れている可能性がある。その
ため、「コンテンツ判定基準方
式」によるそのプロセスの評
価に委ねることとする。

○○○△ ○

３－４　ＮＰＯのリーダー（同上）がＮＰＯの公式な出版
物等の媒体あるいは公式の活動等において行って
いる発言について、それが結果として、公職選挙に
おいて、特定の候補者、候補者グループ、あるいは
政党や政治的立場を有利にし、またはこれらを不利
にするような効果があるとは認められない。

○○

３．ＮＰＯのリーダーの政治活動

○ ○△ ○ ○
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別紙２　｢ネガティブチェックリスト｣による評価結果

（１）政策評価事業
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支援

（５）会員等向けフォ
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（６）ウェブ論壇
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評価結果

Ｂ．その他、「言論
活動等」の実施に
必要な諸活動

チェック項目

Ａ．「言論活動等」

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記に該当するような活動は
行っていない。

- - - - - - - -
上記が「○」と判定された以
上、禁止項目に該当するもの
は見られない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記に該当するような活動は
全く行っていない。

- - - - - - - -
上記が「○」と判定された以
上、禁止項目に該当するもの
は見られない。

４．政治家候補者の招致・発言

４－２　ＮＰＯは、その公式の活動等や出版物など公
式の媒体に、政治家候補者を非候補者の立場（候補
者としての立場以外の、①現在就いている公職の立
場、②以前就いていた公職の立場、③非政治分野
での専門家、有識者、キャリア保持者、経験者として
の立場等）で、これを招致し、発言させている。（ＩＲＳ
のガイドライン23に準拠）

４－２－１　［４－２について▽の場合］その際には、
以下のいずれの要件も遵守されている。すなわち、
①招致された政治家候補者の発言は非候補者とし
ての立場のみに立って行われなければならない。②
ＮＰＯを代表して発言する者は候補者としての立場
やその候補者に係る選挙の話題に触れてはならない
。③選挙活動が行われてはならない。④ＮＰＯが行う
その活動等が選挙における候補者としての発言が行
われる場や記事ではないことが明らかでなければな
らない。（ＩＲＳのガイドライン24－26に準拠）

４－１　ＮＰＯは、公職選挙の候補者を、イベントやフ
ォーラムなどの公式の活動等に候補者として招致し、
スピーチ等の発言をさせ、あるいは、出版物など公式
の媒体において候補者として発言した記事を掲載す
ることは、行っていない。（ＩＲＳのガイドライン11に準
拠）

４－１－１　［４－１について▽の場合］その場合には
、①ＮＰＯは同じ公職を目指す政治家候補者全員に
平等に機会を与えていること、②そのイベントやフォ
ーラム等の活動、あるいは、出版物等の媒体におけ
る記事が、招致し、発言させた特定の政治家候補者
に対して有利、あるいは不利な形で運営、編集され
ていないこと、③政治家候補者によって議論されるト
ピックが特定の論点に偏っておらず、議論されている
論点において政治家候補者の視点を表現する平等
な機会が与えられていること、④政治献金が行われ
ないこと、のいずれの要件も満たされている。（ＩＲＳの
ガイドライン12‐15に準拠）
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別紙２　｢ネガティブチェックリスト｣による評価結果
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Ｂ．その他、「言論
活動等」の実施に
必要な諸活動

チェック項目

Ａ．「言論活動等」

○ ▽ ○ ○ ○ ○ ○ ○

「北京-
東京フォーラム」及びその関
連事業は、出席した政治家の
パネリストにフォーラムの報告
書を配布しておりサービスを
提供している可能性がある。
それ以外は、先に該当する行
為を行っている事実は認めら
れない。

５－１－１　［５－１について▽の場合］ＮＰＯは、特定
の政治家候補者や政党その他の政治団体等に対し
て、下記の判定項目に照らして政治活動への参加ま
たは介入と認められるような、商品、サービス、設備
等の提供活動を行ってはならない。

①　商品、サービス、設備等は候補者が平等に利用
できるか
②　商品、サービス、設備等の提供に係る対価が、Ｎ
ＰＯ組織の慣例または通常の価格体系で設定されて
いるか。特定の候補者や政党その他の政治団体等
に有利な設定はなされていないか。
③　商品、サービス、設備等の提供活動は、ＮＰＯ組
織としての継続的な活動かどうか。特定の候補者や
政党その他の政治団体等のためだけに行われるもの
ではないといえるか。（ＩＲＳのガイドライン37－40に準
拠）

-

５．ビジネス活動

５－１　ＮＰＯは、政治家候補者や政党その他の政治
団体等に対して、商品、サービス、設備等の提供（販
売、貸与等：例えば、メーリングリストの販売や貸し出
し、事務所スペースの提供など）を行っている。（ＩＲＳ
のガイドライン36に準拠）

-

「北京-
東京フォーラム」の報告書に
ついてはあくまでも出席した
パネリスト全員に配布している
ものであり、特定の政治家候
補者や政党その他の政治団
体等に対して、商品、サービ
ス、設備等の提供活動を行っ
てはいない。

-- ○ - --
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（１）政策評価事業
（２）「第7回　北京-
東京フォーラム」及び
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Ｂ．その他、「言論
活動等」の実施に
必要な諸活動

チェック項目

Ａ．「言論活動等」

６－１　ＮＰＯが行っている「政策提言活動」は、予め
特定の政党や政治的な立場に立ち、これを支援する
目的のために、あるいは、特定の政党や政治的な立
場に反対する目的のために、行っているものではな
い。

政策評価事業、「北京-
東京フォーラム」及びその関
連事業においては、左記の
項目に示すような目的は明示
されていないものの、結果とし
てそのような効果があり得ると
判定される。従って最終的な
判定は、これらに対する「コン
テンツ判定基準方式」による
評価に委ねることとする。

○○ ○△

注１）定義：以下、「政治家」とは、国会議員、自治体首長、地方議会議員等、選挙によって公職に就いている者をいう。「候補者」は選挙によって「政治家」になることを目指す候補者であり公職選挙期間中
において現に候補者となっている者に加え、公職選挙に向けて候補者となることを公言している者、現に「政治家」であっても、次の選挙に出ることを目指す候補者としての立場も含むものとする。

○

注３）注意を要する項目＝その要件を満たすのは望ましいが、その要件を満たさないからと言って、直ちに「非政治性・非宗教性」を満たさないとは言い切れない項目

６．政策提言活動

注２）禁止項目＝「非政治性・非宗教性」を満たすためには必ずクリアー（「○」）しなければいけない項目

△ ○○
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別紙２　｢ネガティブチェックリスト｣による評価結果

（１）政策評価事業
（２）「第7回　北京-
東京フォーラム」及び
その関連事業

（3）「世界とつながる」
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Ｂ．その他、「言論
活動等」の実施に
必要な諸活動

チェック項目

Ａ．「言論活動等」

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記の項目に該当する活動
は全く行っていない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記の項目に該当する活動
は全く行っていない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記に該当するようなコメント
を行っている事実は認められ
ない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記に記載されている事項は
明確である。

１．宗教活動への参加

Ｂ．「非宗教性」に係るチェック・リストに基づく評価

２．ＮＰＯのリーダーの宗教活動

１－ａ＜禁止項目＞　ＮＰＯとして、直接的及び間接
的に、特定の宗教団体や宗派、あるいは特定の宗教
上の教義や思想を支援、推進するための、いかなる
活動にも参加していない。

１－ｂ＜禁止項目＞　ＮＰＯとして、特定の宗教団体
や宗派に対するいかなる寄付も行っておらず、これら
に対する立場についての口頭及び文書によるいかな
る公式声明等も行っていない。

２－ａ　ＮＰＯのリーダー（ＮＰＯの理事長、あるいは、
理事等の役職員のうちその発言がＮＰＯの見解を代
表するとみなされるような立場の者）が、ＮＰＯの公式
な出版物等の媒体あるいは公式の活動等において、
特定の宗教団体や宗派、あるいは特定の宗教上の
教義や思想を支援、推進するようなコメントを行って
いることはない。

２－ｂ　ＮＰＯのリーダー（同上）が、ＮＰＯの公式な出
版物等の媒体や公式の活動等以外の場において行
った発言において、特定の宗教団体や宗派、あるい
は特定の宗教上の教義や思想を支援、推進するよう
なコメントを行っている場合であっても、それがＮＰＯ
の見方を代表するものではなく、あくまで個人の立場
であることが、その状況から明確である。
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別紙２　｢ネガティブチェックリスト｣による評価結果

（１）政策評価事業
（２）「第7回　北京-
東京フォーラム」及び
その関連事業

（3）「世界とつながる」
議論の一環としてマル
チ外交チャネルを活
用した議論形成

（４）「強い市民社会
」のための議論形成
支援

（５）会員等向けフォ
ーラム

（６）ウェブ論壇
（７）出版・広報
宣伝

評価理由

評価結果

Ｂ．その他、「言論
活動等」の実施に
必要な諸活動

チェック項目

Ａ．「言論活動等」

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記の項目に該当する活動
は全く行っていない。

- - - - - - - -
上記が「○」と判定された以
上、禁止項目に該当するもの
は見られない。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記の項目に該当する事実
はない。

- - - - - - - -
上記が「○」と判定された以
上、禁止項目に該当するもの
は見られない。

３．宗教関係者の招致・発言

３－ａ　ＮＰＯは、宗教団体や特定の宗派に属する宗
教関係者を、ＮＰＯのイベントやフォーラムなどの公
式の活動等に、その宗教団体や宗派の立場で、これ
を招致し、スピーチ等の発言をさせ、あるいは、出版
物など公式の媒体において発言した記事を掲載する
ことがない

３－ａ－１　［３－ａについて▽の場合］その場合には、
①その目的が、特定の宗教団体や宗派、あるいは特
定の宗教上の教義や思想を支援、推進するためのも
のではないこと、②そのイベントやフォーラム等の活
動、あるいは、出版物等の媒体における記事が、招
致し、発言させた特定の宗教関係者の属する宗教団
体や宗派を支援する形で運営、編集されていないこ
と、③宗教団体等に対する寄付が行われないこと、の
いずれの要件も満たされている。

３－ｂ　ＮＰＯは、その公式の活動等や出版物など公
式の媒体に、宗教団体や特定の宗派に属する宗教
関係者を、その宗教とは無関係な立場（宗教関係者
としての立場以外の、①現在就いている公職の立場
、②以前就いていた公職の立場、③非宗教分野での
専門家、有識者、キャリア保持者、経験者としての立
場等）で、これを招致し、発言させている。

３－ｂ－１　［３－ｂについて▽の場合］その際には、以
下のいずれの要件も遵守されている。すなわち、①
招致し、発言させた宗教関係者の発言は宗教関係
者以外の立場のみに立って行われなければならない
。②ＮＰＯを代表して発言する者は宗教関係者として
の立場やその宗教上の教義、思想等の話題に触れ
てはならない。③宗教活動が行われてはならない。
④ＮＰＯが行うその活動等が宗教関係者としての発
言が行われる場や記事ではないことが明らかでなけ
ればならない。
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別紙２　｢ネガティブチェックリスト｣による評価結果

（１）政策評価事業
（２）「第7回　北京-
東京フォーラム」及び
その関連事業

（3）「世界とつながる」
議論の一環としてマル
チ外交チャネルを活
用した議論形成

（４）「強い市民社会
」のための議論形成
支援

（５）会員等向けフォ
ーラム

（６）ウェブ論壇
（７）出版・広報
宣伝

評価理由

評価結果

Ｂ．その他、「言論
活動等」の実施に
必要な諸活動

チェック項目

Ａ．「言論活動等」

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記の項目に該当する事実
はない。

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽
いずれの事業も左記の項目
に該当し得る活動を行ってい
る可能性がある。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
左記に該当するような目的は
明示的に掲げていない。

- -
上記が「○」と判定された以
上、禁止項目に該当するもの
は見られない。

- - -- -

５．教義・思想の普及・啓発活動

４．ビジネス活動

４－ａ　ＮＰＯは、宗教団体や特定の宗派、あるいはこ
れに属する宗教関係者の立場の者に対して、商品、
サービス、設備等の提供（販売、貸与等：例えば、メ
ーリングリストの販売や貸し出し、事務所スペースの
提供など）を行っている。

４－ａ－１　［４－ａについて▽の場合］ＮＰＯは、特定
の宗教団体や特定の宗派、あるいはこれに属する宗
教関係者の立場の者に対して、下記の判定項目に
照らして宗教活動への参加と認められるような、商品
、サービス、設備等の提供活動を行ってはならない。

　①　商品、サービス、設備等は、宗教団体や宗派、
あるいはこれに属する宗教関係者の立場の者が平等
に利用できるか
　②　商品、サービス、設備等の提供に係る対価が、
ＮＰＯ組織の慣例または通常の価格体系で設定され
ているか。特定の宗教団体や宗派、あるいはこれに
属する宗教関係者の立場の者に有利な設定はなさ
れていないか。
　③　商品、サービス、設備等の提供活動は、ＮＰＯ
組織としての継続的な活動かどうか。特定の宗教団
体や宗派、あるいはこれに属する宗教関係者の立場
の者だけに行われるものではないといえるか。

５－ａ　ＮＰＯが、特定の価値観に基づく教義や思想
を提唱し、これを普及し人々を啓発する活動を行っ
た場合、そのＮＰＯの活動は「非宗教性」を満たさな
いとは断定できない。

５－ａ－１　［５－ａについて▽の場合］その場合、予め
特定の宗教団体や宗派、あるいは特定の宗教上の
教義や思想の立場に立ち、これを支援する目的のた
めに行っているものではない

-
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